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※法律等の条文の記載について 

法律等の条文を記載するにあたっては、原則として、条・項・号については「第」

をつけているが、適宜「第」を省略していることがある。 

 

※数字の記載について 

本文中の数字は原則として、全角で「，」をつけない。表等の数字は適宜全角または

半角を用いている（資料等を抜粋した場合は、そのものを掲載している。）。ただ

し、適宜「、」、「．」または「，」を付記していることがある。 

 

※略称について 

法令、条例、内規等については、適宜略称をする際、本文中にてその旨を明示して

いる。また、包括外部監査人については、適宜「監査人」と略称することがある。 

 

※年度について 

原文が「平成３１年度」となっているものを除いて、原則として「令和１年度」又

は「令和元年度」と記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

※法律等の条文の記載について 

法律等の条文を記載するにあたっては、原則として、条・項・号については「第」

をつけているが、適宜「第」を省略していることがある。 

 

※数字の記載について 

本文中の数字は原則として、全角で「，」をつけない。表等の数字は適宜全角または

半角を用いている（資料等を抜粋した場合は、そのものを掲載している。）。ただ

し、適宜「、」、「．」または「，」を付記していることがある。 

 

※略称について 

法令、条例、内規等については、適宜略称をする際、本文中にてその旨を明示して

いる。また、包括外部監査人については、適宜「監査人」と略称することがある。 

 

※年度について 

原文が「平成３１年度」となっているものを除いて、原則として「令和１年度」又

は「令和元年度」と記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部  

 

 

包括外部監査の概要 
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第１章 包括外部監査の概要 

 

第１ 外部監査の種類 

地方自治法第２５２条の３７第１項に基づく包括外部監査 

 

第２ 選定した特定の事件 

１ 外部監査のテーマ 

高齢者福祉に関する財務・事務執行 

２ 外部監査の対象期間 

原則として２０２４（令和６）年度。ただし必要に応じて他年度。 

 

第２章 事件を選定した理由 

 

我が国では急速な高齢化が進行しており、特に７５歳以上の後期高齢者

の割合は今後さらに増加すると見込まれている。佐世保市においても同様

に高齢化が進展しており、２０２０（令和２）年１０月１日の国勢調査に

おける人口は２４万３２２３人、うち高齢者人口は７万７１７３人、高齢

化率は３１．７％となっており、今後さらなる高齢化率の上昇、現役世代

の減少が進むと見込まれる。これに伴い、高齢者福祉サービスへの需要が

急増している。また、介護人材の不足や介護給付費の増加により、限られ

た資源を有効に活用する必要性が高まっている。また、高齢者福祉関連の

施策は、介護保険、在宅支援、施設整備など多岐にわたり、関係する法制

度も複雑である。そのため、事務執行の適正性・効率性の検証が必要であ

る。さらに高齢者福祉関連の歳出規模は大きく、多額の財政支出がなされ

ていると考えられる。将来の需要を考えると、費用対効果、無駄の排除、

適切な財源配分を厳密に検討していく必要がある。佐世保市としてどのよ
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うに高齢者福祉を行っていくかについては市民の関心が高く、その取り組

みを今後も十分に進めていくためには、高齢者福祉に関する財務・事務執

行を適切に管理することが非常に重要となる。 

また、これまで佐世保市の包括外部監査において同内容の監査が実施さ

れていないことから、高齢者福祉に関する事業について、財務・事務執行

が効果的かつ適切に実施されてきたかどうか検証を行うことは有意義であ

り、どのような事業が必要で何が足りないかという観点からも検証を試み

たく、本年度の監査テーマとして選定した。 

 

第３章 包括外部監査の手法 

 

第１ 外部監査の対象部署 

佐世保市の事務分掌として高齢者福祉に関する施策を統括している佐世

保市保健福祉部のうち長寿社会課、健康づくり課、指導監査課を主要な監

査対象とし、関連する全部局の取組についても監査対象とした。 

 

第２ 外部監査の観点 

高齢者福祉に関する事業の財務・事務執行の現状監査につき、その施策

や事務執行並びにその結果については、法令による是非を問われるべきも

のである。それゆえ、これらについては、適法性、有効性及び効率性に重

点を置いて検証した。また、その財務については、税金を直接の原資とし

ていることから、適法性、有効性及び効率性に加え、経済性も併せてその

適否につき留意した。 

それぞれの語句の意味について、以下のとおりである。 

 

   適法性   法令等の根拠に照らし、高齢者福祉に関する事業の事務執
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行が適切に執行されているか。 

   有効性   事務・事業の遂行及び予算の執行の結果が、所期の目的を

達成しているか、また、効果を上げているか。 

   経済性   より少ない費用で実施できないか。 

   効率性   佐世保市における高齢者福祉に関する支出につき、同じ費

用でより大きな成果が得られないか、あるいは費用との対比

で最大限の成果を得ているか。 

 

第３ 外部監査の手続 

主な手続は、以下のとおりである。 

 

１ 関係資料（法規集・文献等）の収集・検証 

２ 関係部署に対するヒアリング・書面照会 

関係部署に対し、必要に応じて、ヒアリングを実施した。また、適宜、

関係部署、特に、佐世保市保健福祉部をはじめとする各部署への書面照

会を用いて事実確認を行った。  

３ 関係書類の閲覧 

関係部署へ必要書類の閲覧を求め、閲覧した。原本確認が必要なもの

は原本を確認した。 

 

第４章 包括外部監査の期間 

 

２０２５（令和７）年４月１日～２０２６（令和８）年３月３１日 

 

第５章 包括外部監査人及び包括外部監査人補助者 
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本監査において、監査人は、監査の事務に際し、監査人補助者による補

助を受けている（地方自治法第２５２条の３２第１項）。 

監査人を含め弁護士５名体制である。 

 

   包括外部監査人      弁護士  馬 場  章 廣 

   包括外部監査人補助者   弁護士  松 田  貴 史 

   同上           弁護士  堤  智 代 美 

   同上           弁護士  今 井  寧 子 

   同上           弁護士  岡 谷  貴 祐 

 

第６章 利害関係 

 

選定した特定の事件につき、地方自治法第２５２条の２９の規定により

記載すべき利害関係はない。 

 

第７章 報告書の構成 

 

第１ 全体の構成 

   第１部  包括外部監査の概要 

   第２部  佐世保市の財政及び人口の推移 

   第３部  佐世保市における高齢者福祉の施策 

   第４部  往査 

   第５部  総括 

 

第２ 各部の各章の構成 

本報告書では、第２部及び第３部において、基本的に、以下の構成で記
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載することとした。ただし、章によっては、当該構成での記載が難しい場

合は、別の構成によっている。 

 

１ 監査の観点・監査の方法 

当該項目において意識した監査の観点と監査の方法を記載した。 

２ 組織概要等 

佐世保市の高齢者福祉に関する施策を担当する佐世保市保健福祉部

（長寿社会課、健康づくり課、指導監査課）について、適宜組織概要等を

記載した。 

３ 法令、内規等（規範） 

佐世保市における高齢者福祉については、介護保険法、老人福祉法な

ど国の法令が定められているが、地域毎の需要への対応のため、佐世保

市においても各条例及び内規が具体的な手続を定めている。関係法令や

内規等についても内容を精査した。   

４ 現実の運用状況、手続内容の摘示（事実） 

監査にて把握した実際の予算執行状況につき、必要に応じて選別の上

で、運用状況及び手続内容について摘示した。 

５ 意見等 

監査項目についての判断となる指摘及び意見、評価については、上記

の規範及び運用状況等事実について、適宜個別に付するとともに、各章

の総論的なものについては最後に記載した。それぞれの意義は次のとお

りである。 

（１） 規範に反しているもの、数値目標等が設定されているものの目標

に達していないものは「指摘」とする。 

（２） 規範には反していないものの改善・変更をすべきと考えるものを

「意見」とする。 
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（３） 事務執行のうち評価されるべき点については、端的に「評価」と

記載している。 
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第２部 

 

 

佐世保市の財政及び人口の推移 
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第１章 佐世保市の財政の推移 

 

第１ 普通会計 

 

１ 佐世保市の一般会計及び特別会計を統一的に再構成した普通会計につき、

２０２０（令和２）年度から２０２４（令和６）年度までの決算の推移に

ついて確認した。 

 

２ 佐世保市における決算統計主要指標比較表（２０２０（令和２）年度か

ら２０２４（令和６）年度まで）の内容を確認した。 

 

３ 佐世保市における決算統計主要指標比較表（普通会計ベース ２０２０

（令和２）年度から２０２４（令和６）年度まで）の内容を確認した 

 

第２ 一般会計 

 

１ 佐世保市における一般会計決算の推移（２０２０（令和２）年度から２

０２４（令和６）年度まで）を確認した。 

 

２ 佐世保市における一般会計歳入決算額（２０２０（令和２）年度から２

０２４（令和６）年度まで）を確認した。 

 

３ 佐世保市における一般会計目的別歳出決算額（２０２０（令和２）年度

から２０２４（令和６）年度まで）を確認した。 
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第３ 財政に関する見通し 

 

１ 佐世保市中期財政計画の概略 

 

佐世保市の財政に関する見通しについては、２０２４（令和６）年１０

月、佐世保市財務部が策定した「佐世保市中期財政計画（令和７年度～令

和１１年度）」の内容を確認し、同計画の概略を確認した。 
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第２章 人口の推移     

                    

第１ 佐世保市の人口の推移 

 

全国的に少子高齢化、人口減が続いており、佐世保市においてもそれは

同様である。２０１９（令和元）年以降は総人口が２５万人を割る状況と

なっており、今後も人口減が続くことが見込まれることを確認した。 
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第３部 

 

 

佐世保市における高齢者福祉の施策 
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第１章 監査の観点・方法 

 

佐世保市における保健福祉部各課の組織運営・事務分掌、「佐世保市老人福祉

計画・第９期佐世保市介護保険事業計画」の内容並びに予算等について佐世保

市に資料提出を求め、これらの現状を確認した。これらの点について、適宜意

見を述べる。 

 

 

第２章 我が国における高齢者福祉の経緯・内容等  

 

第１ 我が国の高齢者福祉の歴史 

 

我が国における高齢者福祉の歴史・流れについて確認した。 

 

第２ 我が国における高齢化の現状 

 

 我が国における総人口や６５歳以上の高齢者人口など、高齢化の現状につい

て確認した。 

 

 

第３章 佐世保市の高齢者福祉の現状と課題 

 

 佐世保市の高齢者福祉の現状と課題について確認した。 
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第４章 佐世保市における高齢者福祉に関する施策の概要と担当部局 

  

第１ 計画の概要  

 

佐世保市は、老人福祉法第２０条の８に基づく「市町村老人福祉計画」と

介護保険法第１１７条に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体的に策定

するものとして「佐世保市老人福祉計画・第９期佐世保市介護保険事業計画」

を作成している（計画期間は、２０２４（令和６）年度から２０２６（令和

８）年度までの３年間）。その概要や位置づけについて確認した。 
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第２ 佐世保市における担当部局と財務内容 

高齢者福祉に関する施策は多岐にわたるが、本報告書では、高齢者福祉に

関する施策に関係が深い佐世保市保健福祉部のうち、長寿社会課、健康づく

り課及び指導監査課について述べる。 

 

１ 長寿社会課の職務分掌と財務内容 

（１）長寿社会課について  

長寿社会課は、高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定と推進、介護

保険料率の決定・徴収、要介護認定申請受理や審査会運営、介護給付や地

域支援事業など高齢者福祉に関する施策全般を担当する。 

             

（２）事務分掌 

長寿社会課の事務分掌について確認した。 

 

（３）財政状況 

２０２４（令和６）年度の歳入及び２０２４（令和６）年度の歳出を確

認した。 

 

２ 健康づくり課の職務分掌と財務内容 

（１）健康づくり課について  

健康づくり課は、健康増進法に基づく保健事業や各種健診、健康教育

を実施し、保健師による歯科保健・栄養指導、老人クラブ、敬老特別乗

車証の交付など、保健師を始めとした各職種により、高齢者福祉と健康

増進を総合的に支える施策全般を担当する。 
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（２）事務分掌 

健康づくり課の事務分掌等について確認した。 

 

（３）財政状況 

２０２４（令和６）年度の歳入及び２０２４（令和６）年度の歳出を

確認した。 

 

３ 指導監査課の職務分掌と財務内容 

（１）指導監査課について  

指導監査課は、２０１６（平成２８）年４月１日付けで佐世保市が中核

市に移行したことに伴い、長崎県から移譲された「介護保険法、障害者総

合支援法及び社会福祉法に基づく施設、事業者の指定、認可及び指導監

査」及び２０１３（平成２５）年４月から実施している「社会福祉法人の

認可、定款の変更、指導監査」等を行っている。  

            

（２）事務分掌 

指導監査課の事務分掌等を確認した。 

 

（３）財政状況 

２０２４（令和６）年度の歳入及び２０２４（令和６）年度の歳出を

確認した。 
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第５章 佐世保市における具体的な取り組み 

 

第１ 介護予防の促進（自立支援・重度化防止に向けた取組の推進） 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

佐世保市における介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」

という。）は、要支援者等に対して必要な支援を行う「介護予防・生活支援

サービス事業」と、住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う「一般

介護予防事業」で構成されており、対象者の状態に応じた介護予防サービ

スの提供が行われている 

また、総合事業では、従来、介護予防訪問介護と介護予防通所介護にお

いて提供されていた専門的なサービスに加え、住民が主体となり対象者の

支援等を行う多様なサービス（以下「住民主体のサービス」という。）や一

般介護予防事業の充実を図り、民間企業により提供される生活支援サービ

スも活用することにより、要支援者等の能力を最大限活かしつつ、要支援

者等の状態に応じたサービスが選択できるようにすることが重要となる。  

 

（１）介護予防・生活支援サービス事業【評価、意見あり】 

介護予防・生活支援サービス事業とは、要支援１、２の認定を受けた者

や基本チェックリストで生活機能の低下が確認され、事業対象者と判断

された方が利用できるサービスである。 

佐世保市では、訪問方式の支援として、事業対象者や要支援１、２の認

定を受けた者のうち、ケアプランにおいて支援の必要性が認められる者

の自宅に訪問介護員（ホームヘルパー）が訪問し、買い物、掃除、調理、

洗濯、入浴等、日常生活において支障を来している生活行為に対し、自立

に向けた支援や、ボランティア等により提供される簡単な家事援助(ごみ

捨て、買い物、電球交換及びその他の生活支援)が実施されている。 
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そして、通所方式の支援として、通所介護事業所（デイサービスセンタ

ー）に通い、機能訓練、レクリエーション、送迎、食事、入浴、栄養改善、

口腔機能の向上、運動器の機能向上など、生活機能の維持向上のための

トレーニングを行う事業や、ボランティア等により提供される体操(百歳

体操)や趣味活動(折り紙、お手玉、音楽、手芸、食事づくり及び茶話会な

ど)を通じた日中の居場所づくりが実施されている。また、プランナー研

修会及び地域ケア個別会議も実施されている。 

 評価できる部分がある一方で、より研修の参加率を向上させる必要があ

るなどの課題も見受けられた。なお、評価 ・意見については報告書末尾の

「意見等の一覧表」記載の通りである（以下同じ）。 

 

（２）一般介護予防事業 

佐世保市では、介護予防に関する知識の普及啓発を行い、介護予防に

取り組む住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、

継続的に活動できる地域づくりを推進するとともに、リハビリテーショ

ン専門職などの関係機関と連携し、介護予防の取組を総合的に支援する

事業が実施されており、その内容や課題について確認した。 

 

２ 地域ケア会議の推進 

（１）概要 

高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを

同時に進めていく、「地域包括ケアシステム」の深化に向けた手法であり、

地域包括支援センター等が主催するものである。地域ケア会議は、個別

事例の課題検討を目的とした「地域ケア個別会議」と、地域課題の発見・

地域ネットワークを構築する「課題抽出会議」、地域に必要な取組を明ら

かにして施策や政策の立案・提言を目的とした「地域ケア推進会議」に分
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類され、特に地域ケア個別会議では、多職種が協働して、個別ケースの支

援内容を検討することで、高齢者の自立に資するケアマネジメントを実

施し、被保険者の課題解決や自立支援の促進、ひいてはＱＯＬ（生活の

質）の向上を目指している。 

 

（２）現状と課題 

 地域ケア会議は、①個別課題の解決、②ネットワークの構築、③地域課

題の発見、④地域づくり、資源開発、⑤政策形成、の５つの機能を有す

る。各会議の内容や機能について確認した。 

 

 （３）今後の方針 

各会議について、佐世保市の考える今後の方針を確認した。 

 

 （４）実績等 

    各会議の計画・実績、地域ケア会議の概要図（フロー）の内容等を確

認した。 
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第２ 介護支援の充実 

１ 介護保険サービス 

（１）居宅サービス 

佐世保市で実施している居宅サービスとして、訪問介護、訪問入浴介

護・介護予防訪問入浴介護、訪問看護・介護予防訪問看護、訪問リハビリ

テーション・介護予防訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリ

テーション・介護予防通所リハビリテーション、短期入所生活介護・介護

予防短期入所生活介護、短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護、

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介

護・介護予防特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与・介護予防福祉用具

貸与、特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入、住宅改修・介護予

防住宅改修、居宅介護支援・介護予防支援、高額介護サービス事業、高額

医療合算介護サービス事業の内容を確認した。 

 

（２）地域密着型サービス【意見あり】 

地域密着型サービスとは、認知症高齢者や一人暮らし高齢者等の増加

を踏まえ、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域

で生活を継続できるように設けられたものである。原則として、所在市

町村の住民のみが保険給付の対象となるため、地域の実情を踏まえなが

ら、地域単位（日常生活圏域単位など）で適切なサービス基盤の整備を

行っている。 

地域密着型サービスに含まれるサービスとして、夜間対応型訪問介護、

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護、認知症対

応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護、地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介
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護看護、看護小規模多機能型居宅介護の内容を確認した。 

実績が低迷した原因について確認する必要があるとの課題が見受けら

れた。 

 

（３）施設サービス 

施設サービスとは介護保険施設に入居して受ける介護サービスであり、

佐世保市には、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保

健施設、介護医療院が存在する。介護老人福祉施設（特別養護老人ホー

ム）、介護老人保健施設、介護医療院の内容を確認した。 

 

２ 福祉サービス 

（１）適切な介護・福祉サービスの提供【評価、意見あり】 

佐世保市で実施されているサービスとして、生活援助員派遣事業、配

食サービス事業、住宅改修支援事業、離島介護サービス確保事業、高齢者

生活福祉センター運営事業（生活支援ハウス）、ケアハウス、離島介護サ

ービス渡航費等支援事業、低所得者対策、いきいき元気食事づくり教室

事業、訪問理美容サービス事業の内容を確認した。 

評価できる部分がある一方で、当該事業者が人手不足などによって本

事業から撤退した場合のリスクや、主に離島・山間部における配食サー

ビスの実施、計画と比較した実績数などの課題が見受けられた。 

 

（２）家族介護支援事業【評価、意見あり】 

佐世保市で実施されている家族介護支援事業として、介護者リフレッ

シュ事業、徘徊高齢者家族支援サービス事業、介護食づくり教室事業、お

むつ購入費支給事業の内容を確認した。 

評価できる部分がある一方で、費用対効果が不明確である、広報活動
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が不十分であるなどの課題も見受けられた。 

 

第３ 高齢者の尊厳と権利を守る環境づくり 

１ 相談体制充実事業 

（１）総合的な現状の分析と課題 

総論として現状の分析や課題について確認した。 

 

（２）訪問指導【評価、意見あり】 

佐世保市では、健康増進法及び高齢者の医療の確保に関する法律（旧

老人保健法）に基づき、在宅の要援護高齢者やその家族を対象に保健師

等が家庭を訪問し、心身機能の低下予防、健康保持推進等の療養上の相

談・指導、及び介護福祉サービスの紹介などを行う事業や、関係機関と

の連絡・調整を図ることで本人・家族への支援が実施されている。訪問

の実績、高齢者相談管理システムや地域包括支援センターとの連携につ

いて内容を確認した。 

評価できる部分がある一方で、地域包括支援センターの業務効率化、

地域包括支援センターとの連携強化といった課題が見受けられた。 

 

（３）認知症対策【評価、意見あり】 

佐世保市では、認知症施策推進大綱及び共生社会の実現を推進するた

めの認知症基本法に基づき、認知症の方とその家族及びそれを支える介

護保険事業所及び市民を対象に、認知症の方と家族が安心して住み慣れ

た地域で生活できるようにすることを目的に各事業を行っていることか

ら、内容を確認した。 

評価できる部分がある一方で、相談数の伸び悩み、認知症地域支援推

進員の入れ替わりの激しさ、認知症初期集中支援チームの内容について
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課題が見受けられた。 

 

２ 高齢者虐待防止事業 

（１）総合的な現状の分析と課題 

総論として現状の分析や課題について確認した。 

 

（２）高齢者虐待防止・対応事業【評価、意見あり】 

高齢者虐待防止・対応事業は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律に基づき、高齢者虐待の早期発見及び迅速な支

援、関係者間の情報交換、並びに市民への啓発を目的に、佐世保市高齢者

虐待防止ネットワーク委員会の開催、高齢者虐待防止ネットワーク検討

会（事例検討）の開催、高齢者虐待防止講演会の開催、高齢者虐待防止啓

発チラシの作成、高齢者虐待モニタリング事業、介護者のこころの相談会

が実施されていることから、その内容を確認した。 

   評価できる部分がある一方で、普及啓発活動、養護者への支援について

課題が見受けられた。  

 

３ 権利・財産保護事業 

（１）総合的な現状の分析と課題 

総論として現状の分析や課題について確認した。 

 

（２）成年後見制度促進事業【意見あり】 

佐世保市では、民法、老人福祉法、及び成年後見制度の利用の促進に

関する法律等に基づいて、認知症高齢者等が安心して生活できる環境を

確保するために、佐世保市において、成年後見支援員を確保できる体制

を整備・強化し、地域における成年後見制度の活動を推進する事業であ
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り、高齢者等の支援、及び成年後見制度の利用促進をするための全体構

想設計とその実現に向けた進捗管理・コーディネート等を行う司令塔機

能を有する「中核機関（広報機能・相談機能・促進機能）」の運営を佐世

保市と受託業者と協働で役割を分担し実施していることから、その内容

を確認した。 

 成年後見制度等の周知や成年後見支援員の活躍の場の創設などの課題

が見受けられた。 

 

（３）成年後見制度申立事業【意見あり】 

佐世保市は、民法、老人福祉法、及び佐世保市成年後見制度利用支援

事業実施要綱に基づき、認知症や精神障がい、知的障がいなどにより判

断能力が不十分で、本人や４親等内の親族による成年後見制度の申し立

てができない高齢者の権利擁護を目的として、市長による申立を行う事

業や、申立費用や後見人等報酬を支払うことが困難な生活困窮者への助

成を行う事業を行っていることから、その内容を確認した。 

    申立費用助成支援の利用低迷といった課題が見受けられた。 

 

（４）養護老人ホーム【評価、意見あり】 

養護老人ホームは、概ね６５歳以上の高齢者で、環境上の問題があり、

かつ経済的に困窮しており、家庭において生活することが困難な方の入

所施設である。佐世保市では、入所判定委員会（委員：保健所長、医師、

老人福祉施設長、地域包括支援センター長、老人福祉指導主事、老人福

祉担当者）を運営し、措置申出者の入所の要否の判定等を行っているこ

とから、内容を確認した。 

評価できる部分がある一方で、入所者数の維持などについて課題が見

受けられた。  
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第４ 地域における生活支援サービスの充実 

１ 地域支え合い事業 

（１）総合的な現状の分析と課題 

総論として現状の分析や課題について確認した。 

 

（２）生活支援サービスの体制整備事業【評価あり】 

生活支援サービスの体制整備事業は、介護保険法に基づき、高齢者の

地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等になることの予

防又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他こ

れらを促進する事業であることから、佐世保市の各取り組みの内容につ

いて確認した。 

 

（３）認知症サポーター等養成事業【意見あり】 

認知症施策推進大綱に基づき、認知症キャラバン・メイトを養成し、

キャラバン・メイトに認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域に

おいて認知症の方や家族を支援する認知症サポーターを養成してもらい、

認知症の方が安心して生活できる地域をつくる事業であることから、各

事業の内容を確認した。 

評価できる部分がある一方で、事業内容改善について課題が見受けら

れた。 

 

（４）緊急通報システム事業【評価、意見あり】 

緊急通報システム事業とは、高齢者等が自宅で急病や事故などの緊急

時にボタン一つで助けを呼べるようにするものであり、佐世保市では、

対象者が自宅で発作等の緊急事態に陥った時、緊急通報措置のボタンを

押すか、センサーからの異常の通報をもとに、コールセンターから、対
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象者が選任した協力員や消防に連絡を行い、対象者の速やかな救助につ

なげるようにしていることから、内容を確認した。 

評価できる部分がある一方で、事業継続の必要性について課題が見受

けられた。 
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第５ 介護保険制度の適正な運営  

１ 適正な介護保険の運営事務  

（１）介護保険料の賦課・徴収事務の概要  

   介護保険料の賦課・徴収の概要について確認した。  

 

（２）佐世保市の現状【意見あり】  

佐世保市第９期介護保険事業計画における第１号被保険者の所得段階

別保険料のほか、佐世保市における介護保険料所得段階別被保険者数や

徴収の状況等を確認した。  

徴収率の増加について課題が見受けられた。  

 

２ 要介護認定業務  

（１）概要  

６５歳以上の高齢者（第１号被保険者）や、特定の疾病を持つ４０歳以

上６５歳未満の医療保険加入者（第２号被保険者）が、介護保険の適用の

ある介護サービスまたは介護予防サービスを利用するには、要介護認定

（要支援認定を含む。以下同じ）を受ける必要がある。要介護認定の概要

について確認した。  

 

（２）佐世保市の現状【意見あり】  

佐世保市における要支援・要介護認定者数と認定率の推移と推計、認

定手続きの内容等について確認した。  

認定調査の質の向上や認定に緊急を要する場合は特別な取扱いが可能

であることの周知について課題が見受けられた。  
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３ 介護給付適正化事業  

（１）概要  

介護給付適正化事業は、介護保険制度の持続可能性を高めるために、

効率的かつ効果的な介護サービスの提供を目指す取り組みであり、具体

的には、先に述べた要介護認定の適正化のほか、ケアプランの点検、住宅

改修等の点検、医療情報との突合・縦覧点検等を実施し、介護給付の適正

化を推進するとともに、適切な介護サービスの利用を促すものであるこ

とから、その内容を確認した。  

 

（２）佐世保市の現状【意見あり】  

佐世保市におけるケアプラン等の点検について内容を確認した。  

いわゆる障がい者の「６５歳の壁」問題に関する支援内容について課

題が見受けられた。  

 

４ 介護サービス事業者指定・指導監督事業  

（１）概要  

介護保険の適用を受ける介護サービスを提供する事業者は、介護保険

指定事業者として指定を受ける必要がある。指定を受けるためには、法

令・基準等で定められた人員基準、設備基準、運営基準などの基準をク

リアする必要があり、基準を満たすことで、利用者に質の高い介護サー

ビスを提供できると認められる。介護サービス事業所の開設にあたり、

法令、基準等に沿った事業所であることを確認し、市が指定を行うこと

から、その内容を確認した。  

 

（２）佐世保市の現状  

佐世保市における介護サービス事業所数や指導監督の内容等について
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確認した。  

 

（３）監査・処分等【意見あり】  

監査・処分については、２０２１（令和３）年度に１件・１事業所に対

して行われている。佐世保市の指導監督の内容を確認するにあたり、佐

世保市がかつて行った監査・処分の内容を確認した。  

指定取消処分や指定の効力の停止処分を行うに際する関係職員の研鑽

や記録作成等について課題が見受けられた。  

 

５ 介護相談員派遣事業  

（１）概要  

佐世保市が、介護施設等におけるサービスの質の向上を図るため、施

設を訪問し、入所者から不安や不満、要望等を聴き、施設に伝え、その解

消を図る「介護相談員」を養成するとともに、介護相談員で組織するボラ

ンティア団体「させぼ介護相談員虹の会」に対する支援を行っているこ

とを明らかにしている。  

 

（２）佐世保市の現状【意見あり】  

介護相談員の活動内容や佐世保市が実施している支援について確認し

た。  

介護相談員の人員確保などについて課題が見受けられた。  
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第６ 生きがいづくりと社会参加の促進  

１ 生きがいづくり・地域活動の促進  

（１）老人福祉センターと老人憩いの家  

老人福祉センターは、生活及び健康に関する相談に応じ、適切な援助、

指導を行う機能を有しながら、教養娯楽室や浴場などがあり、教養講座、

趣味の教室等の事業を行い、高齢者の健康増進、教養の向上等を総合的に

提供している施設で、社会福祉協議会が運営している「やすらぎ荘」と「あ

たご荘」がある。また、老人憩いの家も同様の趣旨で提供を行う（相談窓

口を除く）もので、市が管理者を指定し運営している「いでゆ荘」がある。

これらの運営状況について確認した。  

 

（２）老人クラブ【意見あり】  

老人クラブは、市内各地域において組織され、仲間づくりや健康づくり

活動、趣味などの文化活動、地域での奉仕活動などさまざまな活動が行わ

れており、佐世保市はこの活動に対して支援を行っていることから、その

内容を確認した。  

老人クラブの活性化の費用対効果等について課題が見受けられた。  

 

（３）生涯学習  

佐世保市は、心身の健康保持のため、健康や生活などについての学習の

場、仲間づくりの場としてコミュニティセンターでの主催講座を開催して

いる。また、高齢者の生きがいづくりと世代間交流の観点も踏まえ、培っ

た技能や知識を学習成果として地域社会に還元する生涯学習ボランティ

アへの支援に加え、高齢者の社会参加が可能となるためにも、活発な地域

活動が図られるように町内会へ支援を行っている。これらの活動の内容を

確認した。  
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（４）文化活動【意見あり】  

アルカスＳＡＳＥＢＯや市民文化ホールなどの市内各文化施設では、音

楽・演劇などのさまざまな舞台芸術の提供や各種公演が開催されている。

鑑賞事業のほかにも、市民がさまざまな形で参加できる市民参加型事業も

積極的に実施している。美術部門では島瀬美術センターにおいて、企画展

や収蔵品展が開催され、文化芸術の鑑賞機会を提供するように努めている。

また、市民の芸術発表の場としても活用されている。文化団体の活動や発

表、市民参加型事業へ高齢者の活発な参加が見られる。そのほかにも、市

内の文化イベント情報を発信するなどして、市民が文化芸術に親しめる環

境づくりに努めていることから、佐世保市の事業内容や実績について確認

した。  

高齢者を対象とした文化活動支援事業を実施する必要があることにつ

いて課題が見受けられた。  

 

（５）生涯スポーツ【意見あり】  

高齢者の生きがいづくりに加え、健康づくりのためにスポーツ活動をす

る人が増加している。スポーツ活動は老化の進行を抑え、いつまでも健康

な日常生活を送るために欠かせないものである。高齢者自身がそのことを

自覚し、自ら進んでスポーツ活動を行おうとする意欲の喚起に努めている

ことから、その取り組みの内容について確認した。  

高齢者を対象としたスポーツ参加支援事業を実施する必要があること

について課題が見受けられた。  

 

２ 社会参加の基盤整備  

（１）敬老特別乗車証交付事業【意見あり】  
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  高齢者が心身の健康を保ち、社会活動への参加促進及び外出支援等、高

齢者福祉の向上を図ることを目的として、７５歳以上の市民の方に対し

て、佐世保市内（佐々町の一部を含む）の路線バスに無料で乗車できる

乗車証（敬老パス）を交付していることから、その内容を確認した。な

お、佐世保市より諮問を受けた保健福祉審議会高齢者福祉専門分科会は

年間８０００円の共通券交付方式へ見直す案を答申するなど、今後の制

度改正が想定される。  

  今後の持続可能な制度設計について課題が見受けられた。  

   

（２）生涯ボランティア【意見あり】  

高齢者が生きがいを持ち、生涯を通じて活動できるボランティア活動

を積極的な社会参加活動として位置づけ、活発化させる必要がある。そ

こで、高齢者が、ボランティア活動を通じて社会参加への意欲を実現し、

自らの生活をより豊かなものにしていくために、社会参加を促進するた

めの環境整備に努めるとともに、社会福祉協議会が運営するボランティ

アセンターにおいて、高齢者が参加しやすいボランティア活動の企画や

情報発信に努めるほか、現在、社会福祉協議会や地域包括支援センター

が推進している地域でのサロン活動などへの協力を呼びかけるなど、地

域福祉活動への参加を通じてボランティア活動への意識啓発を図ってい

ることから、その内容を確認した。  

登録ボランティアの新規登録について課題が見受けられた。  

 

（３）地域活動【評価・意見あり】  

地域住民の力で、自分たちのまちを明るく住みよいまちにするために、

各地域において町内会などが組織され、防犯や福祉、子育て、環境美化な

ど暮らしに密着した活動が行われている。各町内会では、町内公民館を主
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な活動拠点として、老人会活動や子ども会活動、婦人会活動などのほか、

地域住民の交流や親睦を深めるためのイベントなどが実施されている。こ

のような地域活動を促進するため、佐世保市は町内会などの活動や拠点施

設の整備などに対して助成制度を設けるなど活動の支援、地区自治協議会

の運営・活動の充実や地域コミュニティの活性化を推進していくための支

援等を行っている。  

評価すべき点もあるものの、町内会会長向けの研修の改善について課題

が見受けられた。  

 

（４）就労の促進・所得の確保【評価、意見あり】  

高齢者の臨時的かつ短期的な就業機会を確保することで活力ある地域

社会づくりに寄与するため、シルバー人材センターへの活動支援を行って

いる。また、生涯現役社会の実現のため、年齢にかかわりなく働くことが

できる企業の普及等を図るため、関係機関と連携して、事業主への各種の

助成措置の活用をはじめとする制度についての啓発等を行っていること

から、その内容を確認した。  

評価すべき点もあるものの、市による広報活動は質・量等について課題

が見受けられた。  

 

３ 住みやすいまちづくりの推進  

（１）バリアフリーの推進【意見あり】  

佐世保市では、新設の公共施設、合併地区を含めた既存の公共施設共に、

現在法令に基づいて実施している審査・指導・助言を継続して実施するこ

とにより現在・今後ともにバリアフリー化の推進を図っていくこととして

いることから、その内容を確認した。  

   佐世保市内の中心地においても十分なバリアフリーが行われていない
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箇所があるといった課題が見受けられた。  

 

（２）高齢者が暮らしやすい住宅の整備（公営住宅のバリアフリー化）  

佐世保市では、今後ますます地域で生活する高齢者の増加が予想され

ることから、公営住宅のバリアフリー化の必要性について意識啓発を図

っていきながら、室内の段差の解消や手すりの設置などバリアフリー化

を推進して、高齢者が安心して生活できる住宅の整備や情報の提供に努

めていくこととしているため、その内容を確認した。  

  

（３）多様な住まいの確保【評価あり】  

単身や夫婦のみの高齢者世帯が増加し、高齢者の住まいのニーズが多

様化しており、佐世保市においても、有料老人ホームやサービス付き高

齢者向け住宅等の整備を進めていることから、その内容を確認した。  

 

（４）高齢者の暮らしの安全確保【評価、意見あり】  

佐世保市では、交通事故全体の件数は減少傾向にあるものの、高齢者

の交通事故が占める割合は増加傾向にある。佐世保市では、高齢者自身

による、参加・体験・実践型の高齢者交通安全教室を開催するとともに、

要望に基づき地域に出向いた「出前講座」や、高齢者の運転免許自主返

納促進の取り組みを行っていることから、その内容を確認した。  

評価すべき点もあるものの、消費生活センターの低い認知度などの課

題も見受けられた。  
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第４部 

 

 

往査 
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第１章 はじめに 

 本監査においては、高齢者福祉に関する施設・団体の実情を直接確認するた

め、２０２５（令和７）年１１月２５日に往査した。 
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第２章 老人福祉センター あたご荘【評価、意見あり】 

 

 あたご荘の外観及び基本的な情報について確認した。 

 

 

 

 

１ 利用者数及び利用目的 

１日あたりの利用者数は、夏は６０～７０人、冬は８０人～９０人程度

であることを確認した。 

 

２ 利用者数の推移及び利用者数増加のための取り組み 

 新型コロナウイルス流行以前から利用者数は減少傾向にあったが、新型

コロナウイルス流行の影響によりさらに利用者数が減少した。２０２１（令
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和３）年度には初めて利用者数が１万人を下回った。近年の利用者数は概

ね２万人前後を推移していることから、利用者増加のための取り組みを確

認した。 

 

３ 設備について 

 あたご荘は開設以来、大浴場を運営しており、利用者から好評を博して

いる。大浴場は光熱費等の費用がかかるが、維持していきたいと考えてい

ることなどを確認した。 

  

 

４ 収支など 

 利用者の年齢層に応じて施設利用料を徴収しているが、運営費の大部分

は補助金によって賄われていることなどを確認した。 

 

５ 施設の老朽化 

 あたご荘は開設から４０年が経過しており、設備の老朽化が進んでいる。

利用者の安全確保の観点から、施設設備の補修の必要性等があるため、佐

世保市に対して補助金交付申請を行っているが、申請が通らないことも少

なくないことを確認した。 

  

 

６ その他 

 利用者間の些細な口論などはあるが、刑事事件など重大事案に発展した

ケースは存在しない。民間警備会社に防犯対策を依頼しているものの、過

去に問題となったケースはなく、施設内に防犯カメラや防犯グッズなどの

類は設置していないことなどを確認した。 
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７ 資料等 

利用者アンケート結果を確認した。 

また、往査にあたり、施設の老朽化が顕著な箇所の確認を行った。タイ

ルが剥がれているほか、屋根部分も剥がれており、破片が落下する危険性

が確認できた。 
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第３章 山澄地域包括支援センター【評価あり】 

山澄地域包括支援センターの外観及び基本的な情報を確認した。 

 

 

 

 

１ 運営など 

佐世保市と業務委託契約を締結して運営している（法人契約）。受託期

間は６年間となっており、現在は３期目を迎えている（２０３０（令和１

２）年３月まで）。職員数や営業時間、業務内容などを確認した。 

  

２ 収支 
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 佐世保市からの業務委託費は配置人員を乗じた金額が交付されているこ

とを確認した。 

 

 ３ 佐世保市に対する業務報告 

 毎月１５日に前月分の相談状況を報告することになっている。年度末に

は当該年度の活動報告書を、１月末までに次年度事業計画をそれぞれ佐世

保市に提出していることを確認した。 

 

 ４ 研修等 

 法人内で毎月研修を実施しているほか、講演会への参加などによって、

職員のスキル向上に努めていることから、研修内容等を確認した。 

 

５ アンケート及び苦情等 

 利用者に対するアンケートは行っていないものの、必要に応じて面談等

で意見を聴取している。ケア会議の際には参加者からアンケートを取って

いることから、その内容等を確認した。 

  

 

６ その他 

職員向けにメンタルヘルスチェックを実施する予定であることを確認し

た。 

  

７ 佐世保市による支援内容 

佐世保市では、「佐世保市地域包括支援センター運営方針」のほか、「佐

世保市地域包括支援センターマニュアル」を策定しており、これらに基づ

き各地域包括支援センターは運営を行っている。また、包括支援センター
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からの定期の報告等を踏まえて、業務評価も行っている。これらの内容を

確認した。 

 

８ 資料等 

２０２４（令和６）年度の事業計画書の内容を確認した。 
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第１章 全体的な評価・意見 

 

１ 本包括外部監査においては、佐世保市における高齢者福祉施策全般につ

いて、関係法令、各種計画及び内規等を踏まえつつ、財務及び事務執行の

実態を確認し、個別事業ごとに検証を行った。その結果、全体として、法

令に明確に違反するような重大な不適切事項は見受けられず、各施策は概

ね適正に執行されているものと評価できる。 

特に、高齢者福祉を取り巻く環境が、急速な高齢化、人口減少、担い手

不足といった構造的課題を抱える中にあって、限られた財源及び人的資源

の下で、各種事業が継続的に実施されている点については、一定の努力と

工夫が認められるところである。研修や会議の実施、関係機関との連携、

現場の声を踏まえた運営など、評価すべき取組も随所に見られた。 

２ 一方で、本監査を通じて明らかとなった課題として、事業目的や成果指

標が必ずしも明確でないまま実施されている事業が散見された点が挙げ

られる。事業の必要性や社会的意義が否定されるものではないものの、事

業目的が抽象的にとどまっている場合には、費用対効果の検証や事後評価

が困難となり、結果として改善や見直しにつながりにくい構造となるおそ

れがある。今後は、可能な範囲で定量的又は段階的な指標を設定し、事業

の成果を可視化する取組が求められる。 

３ また、複数の事業において、広報や周知の不足が指摘された点も共通事

項として挙げられる。支援を必要とする高齢者やその家族に対して、制度

やサービスの内容が十分に届いていない場合、事業が本来想定している効

果を十分に発揮できないおそれがある。既存の広報手段にとらわれず、対

象者の特性を踏まえた情報発信の在り方について、引き続き検討すること

が望ましい。 

４ さらに、特定の事業者や限られた担い手に依存している事業構造につい
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ては、短期的には安定した運営が可能である一方で、将来的な継続性やリ

スク管理の観点から課題を内包しているといえる。人材不足や事業撤退と

いった事態が生じた場合に備え、代替手段や複数の選択肢を確保する視点

を持つことが重要である。 

５ 高齢者福祉施策は、単にサービスを提供することにとどまらず、見守り

機能や地域とのつながりを維持する役割も担っている。今後、行政単独で

の対応が困難となる場面が増加することが想定される中で、民間事業者、

地域団体、関係機関との連携を一層深化させ、持続可能な体制の構築に向

けた検討を進めていくことが求められる。 

本報告書で示した個別の指摘及び意見は、いずれも現場の努力を否定す

るものではなく、今後の改善及び施策の充実を目的とするものである。佐

世保市において、本監査結果を契機として、高齢者福祉施策のさらなる適

正化と質の向上が図られることを期待したい。 
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第２章 意見及び評価等 

 

高齢者福祉に関する財務・事務執行につき、法令、大綱等内規等を調査

し、過去の事例、事務処理の現状について確認した結果 

   ０件の指摘、４９件の意見、２４件の評価 

を呈示した。なお、区分について【評価・意見】としている部分について

は、１つあたり評価１件・意見１件と計上している。 

本件の監査を通じて、佐世保市保健福祉部をはじめ関係各所にて、高齢

者福祉をより推進するため、適切な支出の努力が垣間見えたところである

が、さらなる適正化のため、本報告書の結果を役立てていただければ幸甚

である。 
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令
和
7年

度
佐
世
保
市
包
括
外
部
監
査
報
告
書
 
意
見
等
の
一
覧
表

No
.

記
載
箇
所
（
部
）

記
載
箇
所
（
章
）

記
載
箇
所

ペ
ー
ジ

（
本
編
）

区
分

評
価
・
意
見
内
容

1
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
１
 
介
護
予
防
の

促
進
（
自
立
支
援
・

重
度
化
防
止
に
向
け

た
取
組
の
推
進
）

83
評
価
・
意
見

年
に
３
回
の
頻
度
で
例
年
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
概
ね
好
評
を
得
て
い
る
。
ま

た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
に
も
対
応
し
て
お
り
、
２
０
２
５
（
令
和
７
）
年
度
か
ら
に
な
る
が
Ｄ
Ｖ
Ｄ

の
配
布
も
行
い
、
参
加
の
ハ
ー
ド
ル
が
低
い
と
い
う
点
も
事
業
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

他
方
、
参
加
者
数
は
例
年
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
り
、
参
加
率
は
高
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
、

現
地
で
研
修
に
参
加
す
る
こ
と
で
よ
り
学
習
効
果
が
高
ま
る
場
面
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
プ
ラ
ン

ナ
ー
の
質
の
向
上
と
い
う
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
参
加
率
の
さ
ら
な
る
向
上
は
必
須
で
あ

る
。
今
後
は
、
研
修
会
の
更
な
る
質
の
向
上
に
加
え
て
、
参
加
率
の
向
上
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て

い
く
べ
き
で
あ
る
。

2
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
１
 
介
護
予
防
の

促
進
（
自
立
支
援
・

重
度
化
防
止
に
向
け

た
取
組
の
推
進
）

85
意
見

プ
ラ
ン
ナ
ー
研
修
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
お
い
て
も
、
短
期
間
集
中
し
て
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
の

効
用
が
評
価
さ
れ
て
い
る
一
方
、
事
業
内
容
や
対
象
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
関
係
者
間
の
共
通

認
識
が
十
分
で
は
な
い
状
況
が
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
佐
世
保
市
と
し
て
、
課
題
解
決
に

向
け
て
関
係
各
機
関
と
更
に
連
携
を
強
化
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

3
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

11
7

意
見

実
績
と
計
画
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
度
の
計
画
比
が
６
１
．

５
％
と
な
っ
て
い
る
（
な
お
、
上
記
表
の
同
年
度
の
数
値
は
実
績
値
（
見
込
）
で
、
実
績
は
９
と
な

り
、
実
際
の
計
画
比
は
６
９
．
２
％
と
な
る
）
。
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
以
降
は
計
画
値
が
１

０
と
な
っ
て
い
る
が
、
仮
に
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
度
の
実
績
値
の
ま
ま
推
移
し
た
と
し
て
も
、

計
画
比
は
９
割
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
一
定
の
需
要
が
あ
る
事
業
で
あ
る
か
ら
、
実
績
が
低
迷

し
た
原
因
を
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。

4
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

13
5

評
価

本
事
業
は
、
生
活
支
援
員
の
派
遣
時
間
内
の
緊
急
時
対
応
の
み
な
ら
ず
、
派
遣
時
間
外
の
対
応
制
度

も
整
備
さ
れ
て
お
り
、
適
切
に
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
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No
.

記
載
箇
所
（
部
）

記
載
箇
所
（
章
）

記
載
箇
所

ペ
ー
ジ

（
本
編
）

区
分

評
価
・
意
見
内
容

5
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

14
4

意
見

２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
実
績
か
ら
は
、
特
定
の
事
業
者
に
受
注
が
集
中
し
て
い
る
状
況
が
見
受

け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
当
該
事
業
者
の
不
断
の
努
力
の
賜
物
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
事

業
者
が
人
手
不
足
な
ど
に
よ
っ
て
本
事
業
か
ら
撤
退
し
た
場
合
、
代
替
手
段
の
確
保
が
困
難
と
な
る

な
ど
、
本
事
業
の
継
続
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
主
に
離
島
・
山
間
部
に
お
い
て
、

配
⾷
不
可
の
地
域
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
⺠
間
の
事
業
者
単
独
で
は
解
決
が
困
難
な
課
題
で
あ

り
、
行
政
の
関
与
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
、
佐
世
保
市
と
し
て
本
課
題
の

解
決
に
向
け
た
具
体
的
な
取
り
組
み
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
配
⾷
サ
ー
ビ
ス
は
、
高
齢
者
の
栄
養
面

へ
の
配
慮
の
み
な
ら
ず
、
見
守
り
機
能
と
し
て
の
役
割
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
市
と
し
て
も
、
配

⾷
サ
ー
ビ
ス
の
空
白
地
域
が
な
く
す
よ
う
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。

6
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

14
5

意
見

実
績
と
計
画
に
よ
る
と
、
計
画
比
を
越
え
る
実
績
が
続
い
て
い
る
。
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
以

降
は
計
画
値
が
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
実
績
数
が
上
回
る
可
能
性
も
あ
る
。
需
要
の
表
れ
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
よ
り
多
く
の
助
成
が
で
き
る
よ
う
に
、
計
画
値
を
よ
り
増
加
さ
せ
る
方

向
で
見
直
す
と
と
も
に
、
必
要
な
人
員
や
予
算
も
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。

7
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

15
1

意
見

広
報
の
方
法
と
し
て
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
ガ
イ
ド
及
び
佐
世
保
市
補
助
金
一
覧
へ
の
掲
載
を
行
っ

て
い
る
が
、
事
業
に
よ
る
支
援
を
必
要
と
す
る
者
に
適
切
な
周
知
が
な
さ
れ
て
い
る
か
不
明
で
あ

る
。
本
事
業
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
等
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
ほ
か
、
離

島
地
域
と
対
象
が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
離
島
地
域
の
要
介
護
認
定
者
等
の
居
宅
に
対
し
て
事
業

の
存
在
を
周
知
す
る
書
面
を
送
付
す
る
こ
と
や
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
通
じ
て
情
報
提
供
を
行
う
な

ど
、
本
事
業
の
支
援
を
必
要
と
す
る
者
に
適
切
な
周
知
が
な
さ
れ
る
よ
う
広
報
に
努
め
て
い
た
だ
き

た
い
。

8
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

15
2

意
見

実
績
と
計
画
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
離
島
・
中
山
間
地
域
に
お
け
る
利
用
者
負
担
軽
減
制

度
で
は
利
用
が
低
迷
し
て
い
る
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
以
降
は
計
画
値
が
１
６
と
な
っ
て
い
る

が
、
実
績
が
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
実
績
が
減
少
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。

島
内
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
や
島
外
の
家
族
の
も
と
に
転
出
し
て
い
る
こ
と
が
原
因
と

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
中
⻑
期
的
な
需
要
・
必
要
性
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
需
要
が
存
在
す
る
の

で
あ
れ
ば
利
用
が
増
え
る
よ
う
に
需
要
の
掘
り
起
こ
し
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

9
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

15
6

意
見

適
切
な
⾷
事
や
口
腔
ケ
ア
は
介
護
予
防
に
と
っ
て
有
益
で
あ
り
、
教
室
の
参
加
実
績
も
良
好
で
あ

る
。
調
理
内
容
に
も
工
夫
を
凝
ら
し
て
お
り
、
男
性
限
定
コ
ー
ス
を
設
け
、
男
性
の
参
加
を
促
す
な

ど
の
取
組
も
行
わ
れ
て
い
る
。
実
績
か
ら
も
需
要
の
高
さ
が
伺
え
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
年
２
回
実

施
か
ら
従
来
の
年
３
回
実
施
に
戻
す
こ
と
も
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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No
.

記
載
箇
所
（
部
）

記
載
箇
所
（
章
）

記
載
箇
所

ペ
ー
ジ

（
本
編
）

区
分

評
価
・
意
見
内
容

10
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

16
0

意
見

本
事
業
の
目
的
と
し
て
、
介
護
者
の
心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
と
い
う
抽
象
的
な
内
容
を
掲
げ
る
が
、

事
業
目
的
と
し
て
測
定
可
能
な
指
標
を
定
め
な
け
れ
ば
本
事
業
の
費
用
対
効
果
を
検
証
す
る
こ
と
が

不
可
能
で
あ
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
に
際
し
て
は
、
単
に
内
容
に
対
す
る
満
足
度
を
問
う
の

で
は
な
く
、
介
護
に
対
す
る
不
安
感
や
ス
ト
レ
ス
が
ど
の
程
度
解
消
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
段
階
評
価

で
質
問
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
費
用
対
効
果
が
不
明
確
な
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
事
業
へ
の

転
換
等
、
新
た
な
事
業
展
開
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

11
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

16
0

意
見

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
も
「
も
っ
と
外
に
向
け
て
情
報
を
発
信
し
て
ほ
し
い
で
す
。
」
と
あ
る
よ
う

に
、
広
報
活
動
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
様
子
が
伺
え
る
。
本
事
業
に
よ
る
支
援
を
必
要
と
す
る

者
に
情
報
が
周
知
さ
れ
る
よ
う
広
報
活
動
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

12
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

16
2

意
見

２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
の
利
用
実
績
に
よ
る
と
、
位
置
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
の
み
の
利
用
に
留

ま
り
、
現
場
急
行
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
例
年
利
用
者
数
は
横
ば
い
で
あ

り
、
利
用
者
が
固
定
化
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
端
末
利
用
が
可
能
な
高
齢
者
家
族
に
対
し
て
は

一
定
の
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
徘
徊
高
齢
者
が
端
末
を
携
帯
し
な
い
と
機
能
し
な
い
シ
ス
テ

ム
で
あ
り
、
構
造
上
、
そ
の
効
果
は
限
定
的
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
他
、
徘
徊
高
齢
者
家
族

の
支
援
策
と
し
て
、
認
知
症
高
齢
者
等
見
守
り
シ
ー
ル
（
認
知
症
高
齢
者
等
が
外
出
中
に
行
方
不
明

と
な
り
身
元
不
明
者
と
し
て
保
護
さ
れ
た
場
合
に
、
発
見
者
が
シ
ー
ル
の
二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み
取

る
こ
と
で
、
警
察
署
や
担
当
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
⻑
寿
社
会
課
等
の
連
絡
先
が
わ
か
る
も
の
）
の

無
料
配
布
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
広
報
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
様
子
は
伺
え
ず
、
市
⺠
の
認
知
度

は
低
い
と
推
測
さ
れ
る
。
徘
徊
高
齢
者
の
介
護
は
家
族
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
る
こ
と
か
ら
、

認
知
症
高
齢
者
等
見
守
り
シ
ー
ル
の
認
知
度
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
、
警
察
・
地
域
包
括
・
⺠
生

委
員
・
事
業
者
・
住
⺠
等
と
連
携
し
、
徘
徊
者
の
見
回
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
図
る
な
ど
、
更

な
る
事
業
の
拡
大
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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.

記
載
箇
所
（
部
）

記
載
箇
所
（
章
）

記
載
箇
所

ペ
ー
ジ

（
本
編
）

区
分

評
価
・
意
見
内
容

13
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

17
1

評
価

調
理
難
易
度
に
よ
っ
て
内
容
を
「
か
ん
た
ん
編
」
と
「
く
わ
し
く
編
」
に
分
け
る
な
ど
、
工
夫
を
凝

ら
し
て
い
る
様
子
が
伺
え
、
教
室
の
参
加
者
の
満
足
度
も
良
好
で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
も
適
切
に
実

施
し
て
お
り
、
参
加
者
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
事
業
の
改
善
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
教
室
の
参
加
目

的
に
「
仲
間
づ
く
り
」
を
挙
げ
て
い
る
者
も
少
な
く
な
く
、
教
室
自
体
が
介
護
に
関
わ
る
者
の
交
流

の
場
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
。

14
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

17
2

意
見

参
加
者
７
０
人
中
男
性
１
名
の
み
と
、
ほ
ぼ
女
性
だ
け
が
教
室
に
参
加
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
が
、

家
族
の
介
護
を
し
て
い
る
者
は
女
性
だ
け
で
は
な
く
、
男
性
も
介
護
⾷
に
つ
い
て
学
ぶ
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
男
性
の
需
要
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
男
性
を
対
象
に
広
報
を
検
討
す
る
、
男
性

だ
け
が
参
加
す
る
回
を
設
け
る
な
ど
、
男
性
の
参
加
者
を
増
や
す
た
め
の
取
組
を
行
っ
て
い
た
だ
き

た
い
。

15
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
２
 
介
護
支
援
の

充
実

17
4

評
価

本
事
業
は
非
課
税
世
帯
の
家
計
負
担
の
解
消
の
一
助
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
需
要
を
見
越
し
た
予

算
の
確
保
も
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
。
今
後
も
、
支
給
要
件
等
の
見
直
し
も
含
め
、
適
切
に
事
業
を

継
続
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

16
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

17
9

評
価

佐
世
保
市
で
は
、
訪
問
数
の
目
標
を
概
ね
達
成
で
き
て
お
り
評
価
で
き
る
。

な
お
、
佐
世
保
市
で
は
、
２
０
２
５
（
令
和
７
）
年
度
以
降
は
、
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防

事
業
の
一
体
化
実
施
と
併
せ
て
、
７
５
歳
か
ら
８
５
歳
を
対
象
に
健
康
生
活
ア
ン
ケ
ー
ト
を
郵
送
す

る
予
定
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
人
的
資
源
や
予
算
が
限
ら
れ
る
中
、
関
連
す
る
他
事
業
と
の
一

体
化
実
施
を
行
う
こ
と
は
効
率
的
で
あ
り
評
価
で
き
る
。

な
お
、
実
際
に
送
付
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
内
容
に
過
不
足
な
く
、
関

連
す
る
事
業
に
係
る
教
室
等
の
案
内
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
回
答
も
可
能
と

な
っ
て
お
り
、
回
答
率
の
向
上
も
今
後
見
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
料
さ
れ
、
評
価
で
き
る
。

今
後
は
、
下
記
高
齢
者
相
談
管
理
シ
ス
テ
ム
も
活
用
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
収
率
や
ア
ン
ケ
ー
ト
内

容
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
の
分
析
を
行
い
、
よ
り
よ
い
訪
問
指
導
シ
ス
テ
ム
が
構
築
で
き
る
よ
う
対
応

す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

※
 
高
齢
者
相
談
管
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
本
編
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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（
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区
分

評
価
・
意
見
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容

17
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

18
1

評
価

佐
世
保
市
で
は
、
高
齢
者
相
談
管
理
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
業
務
の
効
率
化
、
適
切
化
を

図
る
こ
と
が
で
き
て
お
り
、
評
価
で
き
る
。

18
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

18
1

意
見

高
齢
者
相
談
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
は
、
外
部
デ
ー
タ
と
の
連
携
機
能
も
あ
り
、
委
託
先
事
業
所

と
の
デ
ー
タ
連
携
も
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
下
記
（
ウ
）
の
と
お
り
、
委
託
先
事
業
所
で
あ
る
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
役
割
も
比
重
を
増
し
て
き
て
い
る
な
か
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務

効
率
化
、
ま
た
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
強
化
と
い
う
観
点
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と

考
え
ら
れ
る
。
予
算
の
問
題
等
も
あ
ろ
う
が
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
高
齢
者
相
談
シ
ス
テ
ム

の
利
用
、
そ
の
う
え
で
の
デ
ー
タ
の
連
携
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

※
 
下
記
（
ウ
）
に
つ
い
て
は
本
編
に
記
載
さ
れ
て
い
る

19
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

18
2

意
見

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
対
応
能
力
が
向
上
し
て
い
る
一
方
で
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ご
と

に
能
力
の
差
が
あ
る
状
況
は
否
め
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
今
後
対
応
困
難
ケ
ー
ス
が
増
加
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
対
応
方
法
を
統
一
す
る
こ
と
、
必
要
に
応
じ

て
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
指
導
を
行
う
こ
と
を
早
急
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
料
す

る
。

20
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

18
6

評
価

概
ね
事
業
の
目
標
は
達
成
で
き
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
評
価
で
き
る
。

21
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

18
9

評
価

検
査
実
施
者
は
増
加
傾
向
に
推
移
し
て
お
り
、
そ
の
点
は
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
適
宜
の
医
療
機
関

に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
ま
た
、
サ
ロ
ン
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
フ
ォ
ロ
ー
し
た
り
な
ど
に
つ

な
が
っ
て
お
り
、
そ
の
点
も
評
価
で
き
る
。

な
お
、
佐
世
保
市
で
は
、
認
知
症
の
早
期
発
見
及
び
早
期
支
援
を
目
標
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
今
後

も
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

22
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

19
0

意
見

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
良
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後
、
同
教
室
を
継
続
し
て
開
催
す
る

か
は
、
実
際
の
効
果
等
を
分
析
し
慎
重
に
判
断
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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23
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

19
2

意
見

目
標
値
を
割
合
で
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
１
０
０
％
で
推
移
し
て
お
り
、
そ
の
目
標
は
達
成
で
き

て
い
る
。
し
か
し
、
現
状
佐
世
保
市
で
も
把
握
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
数
が
伸
び
な
い
こ
と
が
問
題

点
で
あ
り
、
そ
の
対
策
に
つ
い
て
も
相
当
に
検
討
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
目
標
値
は
、
問
題
点

を
改
善
す
る
た
め
に
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
目
標
値
と
し
て
は
相
談
件
数
の
実
数
（
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
上
が
っ
て
く
る
相
談
数
の
実
数
等
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
）
等
に
す
べ
き

で
あ
る
と
思
料
す
る
。

24
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

19
2

意
見

２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
以
降
は
、
４
名
体
制
で
定
着
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で

の
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
入
れ
替
わ
り
が
激
し
い
原
因
を
分
析
し
、
そ
の

対
策
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

25
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

19
2

意
見

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
は
、
相
談
を
受
理
し
た
件
に
関
し
て
は
、
適
切
に
対
応
で
き
て
い
る

よ
う
で
あ
り
、
評
価
で
き
る
。
一
方
で
、
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
自
体
は
、
能
動
的
に
ケ
ー

ス
を
発
見
す
る
会
議
体
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
佐
世
保
市
が
今
後
の
方
針
と
し
て
掲
げ

る
「
早
期
に
認
知
症
高
齢
者
や
そ
の
家
族
に
関
わ
る
よ
う
な
支
援
体
制
を
整
え
て
い
く
」
こ
と
が
早

急
に
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

26
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

19
4

評
価

他
自
治
体
の
ケ
ア
パ
ス
に
比
し
て
も
見
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
評
価
で
き
る
。
現
状
、
考
え

う
る
配
布
先
に
は
配
布
で
き
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
ケ
ア
パ
ス
が
普
及
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

27
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

19
7

評
価

佐
世
保
市
が
目
指
す
、
「
認
知
症
に
な
っ
て
も
地
域
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
」
の
た
め

に
は
、
市
⺠
が
認
知
症
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

積
極
的
に
普
及
啓
発
活
動
が
で
き
て
お
り
、
評
価
で
き
る
。
徐
々
に
認
知
症
に
対
す
る
理
解
は
深

ま
っ
て
い
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
医
療
の
発
展
等
に
よ
り
状
況
も
変
化
し
て
い
く
こ
と
も

あ
ろ
う
か
ら
、
今
後
も
最
新
の
情
報
を
踏
ま
え
て
、
同
様
に
施
策
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し

い
。
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28
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

20
1

意
見

佐
世
保
市
で
も
把
握
し
て
い
る
が
、
家
族
や
近
隣
知
人
等
、
普
段
か
ら
身
近
に
接
し
て
い
る
者
の
通

報
が
多
く
は
な
い
状
況
で
あ
る
。
佐
世
保
市
と
し
て
は
、
上
記
に
記
載
し
た
連
絡
通
路
の
掲
示
の
効

果
を
期
待
し
て
お
り
、
ま
た
、
費
用
や
人
的
資
源
の
面
か
ら
も
効
率
的
な
方
法
の
一
つ
と
認
識
し
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
連
絡
通
路
の
掲
示
自
体
の
効
果
を
検
証
す
る
こ
と
は
困
難
な
面
も
あ
る

が
、
通
報
件
数
の
推
移
を
今
後
も
注
視
し
、
よ
り
よ
い
普
及
啓
発
活
動
が
行
え
る
よ
う
今
後
も
引
き

続
き
検
討
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

29
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

20
2

評
価

佐
世
保
市
に
お
い
て
は
、
２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
１
月
か
ら
は
、
緊
急
受
理
会
議
を
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
も
参
加
の
元
、
開
催
す
る
よ
う
に
な
り
、
情
報
不
足
か
ら
の
初
動
対
応
の
遅
れ
へ
の
対

応
を
行
う
、
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
参
加
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
速
や
か
な
対
応
を
行
う
な
ど
し

て
お
り
、
通
報
の
あ
っ
た
個
別
の
事
例
に
つ
い
て
は
適
切
に
対
応
で
き
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
評
価

で
き
る
。

そ
の
他
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ご
と
に
虐
待
ケ
ー
ス
と
し
て
挙
げ
る
の
か
の
基
準
に
差
が
あ

り
、
包
括
間
で
の
虐
待
件
数
に
大
き
な
差
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
も
、
佐
世
保
市
内
の
全
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
定
例
コ
ア
メ
ン
バ
ー
会
議
に
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
事
例
を
通
し
て

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
っ
た
り
、
共
通
認
識
を
持
っ
て
も
ら
っ
た
り
す
る
な
ど
の
対
策
を
行
っ
て
お

り
、
評
価
で
き
る
。

30
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

20
3

意
見

上
記
ウ
に
記
載
の
と
お
り
、
高
齢
者
虐
待
は
過
重
な
介
護
負
担
が
背
景
で
発
生
す
る
こ
と
も
多
い
た

め
、
養
護
者
へ
の
支
援
も
重
要
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
今
後
事
例
の
集
積
や
分
析
を
通
じ
て
、

必
要
な
支
援
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

な
お
、
現
状
で
は
、
「
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
」
の
定
例
会
へ
参
加
し
、
本
人
・
家
族
の
実
体
験

を
直
に
聞
き
、
そ
の
中
で
出
た
意
見
や
解
決
策
等
を
施
策
に
反
映
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
る
。
２

０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
は
、
佐
世
保
市
と
し
て
、
定
例
会
に
５
回
、
講
演
会
に
１
回
、
ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
デ
ー
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
１
回
参
加
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
今
後
も
同
様
に
参
加
す
る

こ
と
で
、
必
要
な
支
援
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

※
 
上
記
（
ウ
）
に
つ
い
て
は
本
編
に
記
載
さ
れ
て
い
る

31
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

20
4

評
価

佐
世
保
市
で
は
、
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
虐
待
に
対
し
て
適
切
な
対
応
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
、
施

設
従
事
者
等
へ
向
け
た
高
齢
者
虐
待
防
止
活
動
も
適
宜
検
討
、
対
応
を
行
っ
て
お
り
、
評
価
で
き

る
。
今
後
、
チ
ラ
シ
の
効
果
等
を
実
証
し
、
よ
り
よ
い
防
止
活
動
が
で
き
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
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32
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

20
5

評
価

高
齢
者
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
検
討
会
を
相
当
回
数
開
催
で
き
て
お
り
、
ま
た
そ
の
内
容
も
同
検

討
会
を
開
催
す
る
目
的
を
達
成
で
き
て
お
り
、
評
価
で
き
る
。
佐
世
保
市
は
、
今
後
も
要
望
の
多
い

対
面
開
催
・
事
例
検
討
・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
継
続
し
て
行
う
予
定
で
あ
る
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

開
催
や
夕
方
か
ら
の
開
催
の
要
望
も
根
強
く
あ
る
と
の
こ
と
で
、
特
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
は
今

後
検
討
し
て
い
く
と
の
こ
と
で
あ
る
（
た
だ
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
の
効
果
に
つ
い
て
は
疑
問
視
す

る
現
状
も
あ
り
、
今
の
と
こ
ろ
対
面
開
催
を
継
続
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
）
。
す
べ
て
の
要
望
を
取

り
込
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
理
解
度
・
満
足
度
の
高
い
こ
の
検
討
会
が
今
後
、
よ
り
多
く
の
関

係
者
に
参
加
い
た
だ
け
る
よ
う
、
開
催
方
法
・
開
催
時
間
な
ど
は
適
宜
検
討
を
続
け
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。

33
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

20
8

評
価

講
演
会
の
対
象
者
を
市
⺠
に
絞
り
、
検
討
会
と
の
役
割
分
担
を
明
確
に
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
評
価

で
き
る
。

な
お
、
２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
下
で
あ
り
、
講
演

会
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
た
と
こ
ろ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
あ
っ
た
た
め
参
加
し
や
す
か
っ
た
と
の
意

見
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
今
後
は
、
益
々
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
需
要
は
増
し
て
い
く
と
考
え
ら

れ
、
一
方
で
、
現
地
出
席
を
望
む
者
も
ま
だ
多
く
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
後
も
、
市
⺠
の
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
と
現
地
出
席
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
で
の
開
催
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
み

の
開
催
な
ど
開
催
方
法
に
つ
い
て
も
常
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

34
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

21
3

意
見

佐
世
保
市
と
し
て
は
、
今
後
、
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
べ
き
者
が
増
え
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
予
想
し
て
い
る
。
毎
年
度
２
回
、
関
係
機
関
を
集
め
て
「
情
報
交
換
会
」
を
開
催
し
て
お
り
、
事

例
を
通
し
て
、
福
祉
事
業
所
や
地
域
連
携
室
職
員
等
と
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
支
援
方
針
の
検
討
を
行
っ

て
お
り
、
そ
の
際
に
周
知
を
し
て
い
る
が
、
他
の
手
段
も
含
め
、
２
次
相
談
機
能
の
活
用
や
周
知
を

よ
り
徹
底
し
て
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

35
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

21
5

意
見

成
年
後
見
支
援
員
は
、
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
に
は
累
積
数
が
計
画
数
を
達
成
し
て
お
り
、
市

⺠
の
関
心
の
高
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
。
一
方
で
、
成
年
後
見
支
援
員
の
具
体
的
な
活
躍
の
場
が
現
状

で
は
ま
だ
限
ら
れ
て
い
る
。
法
人
後
見
の
支
援
員
と
し
て
活
動
し
て
も
ら
う
こ
と
も
含
め
、
今
後
も

引
き
続
き
、
成
年
後
見
支
援
員
の
活
躍
の
場
の
検
討
を
続
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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36
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

21
6

意
見

上
記
（
ウ
）
の
成
年
後
見
人
の
担
い
手
の
確
保
と
も
関
連
す
る
が
、
今
後
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用

数
は
増
加
が
見
込
ま
れ
、
専
門
的
な
問
題
が
少
な
く
、
専
門
職
や
法
人
が
成
年
後
見
人
に
な
ら
ず
と

も
市
⺠
後
見
人
が
成
年
後
見
人
を
務
め
る
こ
と
が
可
能
な
事
例
も
増
加
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

佐
世
保
市
が
現
在
、
ま
ず
法
人
後
見
の
拡
充
に
重
点
を
置
き
、
そ
の
支
援
員
を
務
め
て
も
ら
う
こ
と

で
、
徐
々
に
独
立
が
で
き
る
体
制
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
は
評
価
で
き
る
。

一
方
で
、
成
年
後
見
支
援
員
の
活
用
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
市
⺠
後
見
人
の
候
補
者
の
確
保
は
課
題

で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
後
市
⺠
後
見
人
候
補
者
が
安
心
し
て
後
見
人
業
務
を
引
き
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
、
後
見
人
支
援
機
能
の
設
置
を
早
急
に
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

※
 
上
記
（
ウ
）
に
つ
い
て
は
本
編
に
記
載
さ
れ
て
い
る

37
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

21
9

意
見

高
齢
者
・
障
が
い
者
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
申
立
費
用
助
成
支
援
の
利
用
が
ほ
ぼ
０
件
の
状
態
が

続
い
て
い
る
（
高
齢
者
に
つ
い
て
、
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
度
に
１
件
あ
る
だ
け
で
あ
る
）
。
利

用
が
低
迷
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
も
そ
も
こ
の
支
援
の
必
要
性
を
再
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
仮
に

必
要
性
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
利
用
が
低
迷
し
て
い
る
原
因
（
規
則
等
の
不
備
が
無
い
か
、
市
⺠

に
と
っ
て
利
用
し
に
く
い
制
度
・
運
用
に
な
っ
て
い
な
い
か
、
広
報
の
あ
り
方
に
問
題
が
無
い
か

等
）
の
詳
細
を
確
認
し
、
利
用
件
数
を
増
や
す
べ
き
で
あ
る
。

38
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

22
1

評
価

佐
世
保
市
で
は
、
措
置
が
必
要
な
申
請
者
に
対
し
て
適
切
に
対
応
を
行
っ
て
お
り
、
評
価
で
き
る
。

39
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

22
1

意
見

佐
世
保
市
で
は
、
高
齢
者
人
口
自
体
は
す
で
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る
状
況
で
あ
る
一
方
、
高
齢
独

居
老
人
は
増
加
傾
向
で
あ
り
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
措
置
申
出
者
に
関
し
て
は
、
増
加
す
る
こ
と

も
あ
る
状
況
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
措
置
申
出
者
が
増
加
し
た
場
合
に
つ
い
て
の
検
討
も
必
要
で
あ

ろ
う
し
、
一
方
で
、
現
在
も
施
設
に
空
き
が
あ
る
状
況
で
あ
り
、
入
所
率
が
低
下
し
て
い
け
ば
、
施

設
の
経
営
を
維
持
す
る
た
め
の
検
討
も
施
設
の
統
廃
合
等
も
含
め
て
必
要
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

今
後
も
措
置
が
必
要
な
者
の
状
況
を
注
視
し
、
適
宜
に
適
切
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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40
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
３
 
高
齢
者
の
尊

厳
と
権
利
を
守
る
環

境
づ
く
り

22
2

意
見

時
代
の
変
化
と
と
も
に
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
役
割
も
変
化
し
て
い
き
、
ま
た
、
新
た
な
課
題
も
出

て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
予
算
や
法
律
の
問
題
も
あ
り
、
佐
世
保
市
だ
け
で
解
決
で
き
る
問
題
で

は
な
い
部
分
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
、
地
方
の
実
情
を
県
や
国
な
ど
に
訴
え
て
い
く
こ
と
も
必
要
で

あ
ろ
う
。

41
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
４
 
地
域
に
お
け

る
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
の
充
実

22
7

評
価

委
託
業
務
を
効
率
的
に
管
理
で
き
る
よ
う
書
式
が
統
一
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
内
容
も
適
宜
改

訂
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
評
価
で
き
る
。
今
後
も
、
課
題
は
変
化
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
協
議
体
か
ら
上
が
っ
て
き
た
課
題
等
を
適
切
に
分
析
し
、
業
務
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま

し
い
。

42
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
４
 
地
域
に
お
け

る
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
の
充
実

23
2

意
見

２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
度
か
ら
山
澄
包
括
地
域
を
モ
デ
ル
地
区
と
し
て
チ
ー
ム
オ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー

タ
ー
の
養
成
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
だ
、
問
題
点
等
の
抽
出
が
困
難
な
時
期
で
あ
る
と
い
え

る
。
今
後
の
事
例
集
積
等
を
経
て
、
よ
り
よ
い
制
度
に
な
る
よ
う
今
後
も
引
き
続
き
対
応
し
て
い
く

よ
う
期
待
す
る
。

43
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
４
 
地
域
に
お
け

る
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
の
充
実

23
7

評
価

佐
世
保
市
で
は
、
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業
を
現
状
で
で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
し
て
お
り
、
評
価
で

き
る
。

44
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
４
 
地
域
に
お
け

る
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
の
充
実

23
7

意
見

今
後
、
⺠
間
の
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
佐
世
保
市
と
し
て

は
、
そ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
注
視
し
、
本
事
業
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
か
、
継
続
す
る
場
合
ど

の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
の
か
等
を
適
宜
判
断
、
対
応
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

45
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
５
 
介
護
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営

24
4

意
見

佐
世
保
市
の
介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収
分
）
の
徴
収
率
は
、
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
度
時
点
で
中

核
市
の
平
均
を
下
回
っ
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
が
、
翌
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
は
、
前
年
度
か

ら
３
.６
５
ポ
イ
ン
ト
改
善
し
て
い
る
。
ま
た
、
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
度
に
お
い
て
も
、
滞
納
繰

越
分
で
み
る
と
、
収
納
率
は
中
核
市
平
均
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
滞
納
処
分
を
強
化

し
た
こ
と
の
効
果
が
現
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
差
押
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
活
用
し
、
さ
ら
な

る
徴
収
率
の
ア
ッ
プ
を
目
指
し
て
頂
き
た
い
。
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46
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
５
 
介
護
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営

25
6

意
見

認
定
調
査
に
関
し
、
調
査
票
の
記
載
そ
の
も
の
に
関
す
る
質
の
向
上
や
均
質
化
の
た
め
の
取
り
組
み

は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
申
請
者
の
立
場
か
ら
の
、
認
定
調
査
や
調
査
員
に
対
す
る

要
望
等
は
生
じ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
要
望
等
が
あ
っ
て
も
、
全
て
の
方
が
こ
れ

を
訴
え
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
市
や
調
査
員
が
こ
れ
を
認
識
で
き
て
い
な
い
可
能
性
は
あ
る
。

 
申
請
者
を
対
象
に
し
た
認
定
調
査
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
一
度
実
施
す
る
こ
と
で
、
申
請

者
の
方
の
要
望
等
を
把
握
し
、
そ
の
原
因
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
充
実
し
た
認
定
調
査
・
質

の
向
上
に
資
す
る
と
考
え
る
。

47
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
５
 
介
護
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営

26
0

意
見

２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
の
佐
世
保
市
に
お
け
る
要
介
護
認
定
申
請
受
付
か
ら
認
定
ま
で
の
年
平
均
日
数
は
３
０
.６
日
で

あ
る
も
の
の
、
法
は
あ
く
ま
で
も
個
別
の
申
請
に
つ
い
て
、
３
０
日
以
内
に
認
定
ま
で
を
行
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
こ

ろ
、
月
毎
に
見
れ
ば
３
０
日
を
大
き
く
超
過
し
て
い
る
月
も
あ
る
。
ま
た
、
認
定
調
査
に
つ
い
て
も
、
調
査
員
の
定
員
を
満

た
し
て
い
れ
ば
問
題
は
無
い
が
、
定
員
を
欠
く
状
況
は
い
つ
で
も
生
じ
う
る
し
（
現
に
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
内
に
２

名
退
職
し
て
い
る
）
、
新
人
が
加
入
し
て
す
ぐ
は
ベ
テ
ラ
ン
調
査
員
と
同
じ
数
・
質
の
調
査
を
行
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
さ

ら
に
、
認
定
の
申
請
件
数
は
今
後
も
増
加
見
込
み
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
今
後
さ
ら
に
認
定
ま
で
の
日
数
が
超
過
し
て

し
ま
う
状
況
は
十
分
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
と
し
て
、
調
査
員
の
人
数
・
練
度
な
ど
属
人
的
な
要

素
に
左
右
さ
れ
な
い
よ
う
、
さ
ら
な
る
認
定
期
間
短
縮
の
た
め
の
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
、
要
介
護
認
定
業
務
に
関
す
る
Ｄ
Ｘ
化
に
つ
い
て
は
、
現
在
認
定
審
査
会
の
開
催
を
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
し
て
い
る
の
み
で

あ
り
、
認
定
調
査
や
認
定
審
査
会
の
資
料
作
成
・
配
布
な
ど
は
す
べ
て
紙
媒
体
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
認
定
調
査
票

の
入
力
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
、
主
治
医
意
見
書
に
つ
い
て
も
作
成
支
援
ソ
フ
ト
を
導
入
し
、
シ
ス
テ
ム
と

連
携
す
る
、
宅
急
便
で
送
っ
て
い
る
審
査
会
の
資
料
も
電
子
化
す
る
、
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り

１
.５
次
審
査
の
手
間
と
時
間
も
短
縮
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
し
、
審
査
会
の
資
料
作
り
・
送
付
の
手
間
と
い
っ
た
事
務
作

業
の
負
担
、
費
用
も
軽
減
で
き
る
。
Ｄ
Ｘ
化
の
デ
メ
リ
ッ
ト
、
導
入
の
コ
ス
ト
も
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
一
度
導
入
し

て
し
ま
え
ば
上
記
の
事
務
処
理
の
手
間
・
時
間
の
軽
減
が
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ｘ
化
を
導
入
し
て
い
る
他
の
自
治
体

も
参
考
に
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
可
否
を
検
討
さ
れ
た
い
。

※
 
本
編
で
は
、
厚
生
労
働
省
老
健
局
老
人
保
健
課
よ
り
公
表
さ
れ
た
、
認
定
審
査
期
間
の
参
考
資
料
が
抜
粋
さ
れ
て
い

る
。
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48
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
５
 
介
護
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営

26
3

意
見

認
定
に
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
特
別
な
取
扱
い
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
要
介
護
認
定
申
請
の
ペ
ー
ジ
及
び
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
ガ
イ
ド

（
通
常
版
）
に
は
記
載
が
無
く
、
そ
の
他
監
査
人
が
調
べ
た
限
り
で
は
そ
の
よ
う
な
情
報
に
ア
ク
セ

ス
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

 
よ
っ
て
、
申
請
者
が
こ
の
よ
う
な
特
別
の
取
扱
い
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
「
申
し
出
」

が
な
さ
れ
な
い
懸
念
が
あ
る
。
本
来
こ
の
よ
う
な
身
体
状
況
の
方
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
必

要
性
が
高
い
方
で
あ
る
か
ら
、
緊
急
の
取
扱
い
が
可
能
で
あ
っ
た
の
に
こ
れ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
り
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
（
ま
た
は
受
け
た
サ
ー
ビ
ス
が
全
額
自
己
負
担
）

と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

 
そ
こ
で
、
市
の
要
介
護
認
定
申
請
の
ペ
ー
ジ
な
ど
申
請
者
が
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
と
こ
ろ

に
、
身
体
状
況
等
に
よ
り
認
定
に
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
申
し
出
る
よ
う
、
明
示
す
べ
き
で
あ
る
。

49
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
５
 
介
護
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営

26
6

意
見

い
わ
ゆ
る
障
が
い
者
の
「
６
５
歳
の
壁
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
の
制
度
に
よ
り
手
当
が
な
さ
れ
て

い
る
部
分
も
あ
る
も
の
の
、
現
在
も
解
決
に
向
け
て
議
論
や
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
途
中
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
に
よ
り
運
用
も
異
な
る
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
、
佐
世
保
市

に
お
か
れ
て
は
、
上
記
問
題
点
お
よ
び
そ
の
対
応
に
つ
い
て
整
理
し
、
６
５
歳
に
な
っ
た
障
が
い
者

の
方
に
不
利
益
が
及
ば
な
い
よ
う
な
体
制
を
、
市
が
対
応
可
能
な
範
囲
で
構
築
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
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No
.

記
載
箇
所
（
部
）

記
載
箇
所
（
章
）

記
載
箇
所

ペ
ー
ジ

（
本
編
）

区
分

評
価
・
意
見
内
容

50
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
５
 
介
護
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営

27
7

意
見

佐
世
保
市
が
指
定
事
業
者
等
に
対
し
て
、
指
定
取
消
処
分
や
指
定
の
効
力
の
停
止
処
分
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
介
護
保
険
法
そ
の
他
関
係
法
令
の
規
定
及
び
解
釈
を
正
確
に
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
処
分
は
行
政
手
続
法
上
の
不
利
益
処
分
に
あ
た
り
、
同
法
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
か
ら
、
同
法
の
規
定
や
市
の
行
政
手
続
に
関
す
る
条
例
・
規
則
の
ほ
か
、
判
例
法
理
（
処
分
理

由
の
付
記
の
程
度
な
ど
）
も
含
め
た
解
釈
を
正
確
に
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
市
の

職
員
は
定
期
的
に
異
動
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
担
当
課
の
職
員
が
必
ず
し
も
個
別
法
や
行
政
手
続
法
の

規
定
・
解
釈
に
精
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
上
記
不
利
益
処
分
は
、
行
政
が
一
方
的
に
事
業
者
等
の
権
利
を
制
限
す
る
行
為
で
あ
る

か
ら
、
行
政
の
恣
意
的
な
判
断
は
許
さ
れ
な
い
ほ
か
、
手
続
き
も
公
正
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

ら
に
不
備
が
あ
れ
ば
、
処
分
の
取
消
訴
訟
、
市
に
対
す
る
国
家
賠
償
法
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
が

な
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。

 
し
た
が
っ
て
、
市
に
お
か
れ
て
は
、
担
当
課
の
職
員
が
変
わ
っ
て
も
常
に
瑕
疵
の
な
い
行
政
手

続
・
処
分
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
上
記
法
令
・
判
例
法
理
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
及
び
周
知
等
に
つ
い
て
、

努
め
ら
れ
た
い
。

51
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
５
 
介
護
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営

27
8

意
見

介
護
報
酬
及
び
加
算
金
１
３
２
２
万
５
０
６
６
円
が
全
額
不
納
欠
損
処
分
と
な
っ
た
。
全
額
が
未
回

収
と
い
う
の
は
深
刻
な
結
果
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
財
産
調
査
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
方
法
な
ど
に
問
題

が
無
か
っ
た
か
の
検
証
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
改
善
点
に
つ
い
て
は
、
将
来
類
似
事
案
が
発
生
し
た

場
合
に
備
え
て
共
有
、
引
き
継
ぎ
を
確
実
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。

52
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
５
 
介
護
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営

27
8

意
見

聴
聞
は
、
公
正
中
立
な
立
場
に
あ
る
者
が
主
宰
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
か
ら
、
行
政
手

続
法
第
１
９
条
第
２
項
に
、
聴
聞
の
主
宰
者
と
な
り
え
な
い
場
合
（
除
斥
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
不
利
益
処
分
の
効
力
に
疑
義
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
件
の
聴
聞

に
関
す
る
決
裁
書
に
は
、
聴
聞
主
宰
者
の
選
定
に
つ
い
て
、
公
平
性
の
観
点
か
ら
監
査
に
直
接
携
わ

る
指
導
監
査
課
及
び
⻑
寿
社
会
課
職
員
か
ら
は
選
任
せ
ず
、
保
健
福
祉
政
策
課
か
ら
の
選
任
が
妥
当

で
あ
る
と
判
断
し
た
旨
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
当
該
職
員
が
行
政
手
続
法
第
１
９

条
第
２
項
の
除
斥
事
由
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
該
職

員
が
除
斥
事
由
に
該
当
し
て
い
な
い
か
に
つ
い
て
も
書
面
等
に
よ
り
確
認
の
上
、
選
定
す
べ
き
で
あ

る
。
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No
.

記
載
箇
所
（
部
）

記
載
箇
所
（
章
）

記
載
箇
所

ペ
ー
ジ

（
本
編
）

区
分

評
価
・
意
見
内
容

53
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
５
 
介
護
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営

27
9

意
見

本
件
処
分
に
関
す
る
決
裁
書
に
は
、
処
分
通
知
書
を
当
事
者
に
交
付
す
る
際
、
「
受
領
書
」
を
徴
収

す
る
旨
記
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
受
領
書
の
有
無
に
つ
い
て
担
当
課
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
受
領
書

は
無
い
が
処
分
通
知
書
を
事
業
者
に
手
渡
し
し
た
こ
と
が
分
か
る
対
応
記
録
が
あ
る
、
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

不
利
益
処
分
の
理
由
の
提
示
は
法
定
の
手
続
き
で
あ
り
（
行
政
手
続
法
第
１
４
条
）
、
処
分
通
知
書

は
当
事
者
の
権
利
利
益
を
保
護
し
不
服
申
立
て
の
た
め
の
便
宜
を
与
え
る
た
め
の
重
要
書
面
で
あ

る
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
当
事
者
が
処
分
通
知
書
を
受
領
し
た
日
の
翌
日
が
不
服
申
立
て
期
間
の

起
算
日
と
な
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
が
処
分
通
知
書
を
受
領
し
た
か
、
い
つ
受
領
し
た
か
は
重
要
な

情
報
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
に
直
接
処
分
通
知
書
を
交
付
し
た
場
合
は
、
確
実
に
受
領
書

を
徴
収
す
る
こ
と
を
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
。

54
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
５
 
介
護
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営

27
9

意
見

聴
聞
調
書
に
は
、
聴
聞
へ
の
出
席
者
が
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
出
頭
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
正

当
な
理
由
が
な
い
こ
と
に
つ
き
行
政
庁
か
ら
当
事
者
本
人
に
電
話
確
認
済
み
と
の
報
告
が
あ
っ
た
旨

の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
「
正
当
な
理
由
が
な
い
」
と
い
う
評
価
の
根
拠
と
な
る
具

体
的
事
実
（
当
事
者
の
供
述
等
）
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
佐
世
保
市
行
政
手
続
条
例
第
２
３

条
第
１
項
に
よ
り
聴
聞
を
終
結
す
る
場
合
は
、
当
事
者
が
出
頭
し
な
か
っ
た
こ
と
に
正
当
な
理
由
が

な
い
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
が
、
具
体
的
事
実
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
が
正
当
な
理
由
に
あ
た
る

か
否
か
争
い
と
な
る
余
地
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
当
事
者
と
電
話
に
よ
る
や
り
取
り
が
な
さ
れ
た
場
合

は
、
そ
の
内
容
を
電
話
録
取
書
な
ど
に
記
録
し
て
お
き
、
そ
の
具
体
的
事
実
を
聴
聞
調
書
に
記
載
す

る
か
、
少
な
く
と
も
調
書
と
一
体
の
も
の
と
し
て
保
管
す
べ
き
で
あ
る
。
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No
.

記
載
箇
所
（
部
）

記
載
箇
所
（
章
）

記
載
箇
所

ペ
ー
ジ

（
本
編
）

区
分

評
価
・
意
見
内
容

55
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
５
 
介
護
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営

28
1

意
見

佐
世
保
市
内
の
入
所
施
設
数
１
７
９
施
設
に
対
し
て
、
介
護
相
談
員
受
入
施
設
は
２
３
施
設
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
介
護
相
談
員
は
、
入
所
者
か
ら
、
不
安
や
不
満
・
施
設
に
直
接
言
い
づ
ら
い
こ
と
な

ど
を
聴
き
取
る
ほ
か
、
実
際
に
施
設
を
訪
問
し
五
感
を
使
っ
て
利
用
者
の
声
な
き
声
を
拾
い
上
げ
施

設
に
伝
え
る
等
し
て
、
利
用
者
と
施
設
と
の
橋
渡
し
を
行
う
役
割
を
担
う
。
こ
れ
は
介
護
施
設
等
の

サ
ー
ビ
ス
向
上
に
直
接
つ
な
が
る
重
要
な
事
業
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
多
く
の
施
設
に
介
護

相
談
員
が
訪
問
で
き
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
担
当
課
に
よ
る
と
、
介
護
相
談
員
の

人
数
は
年
々
減
少
し
て
お
り
、
ま
た
登
録
し
て
い
る
会
員
に
も
高
齢
の
方
も
多
く
お
ら
れ
る
と
こ

ろ
、
介
護
相
談
員
は
自
主
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
人
あ
た
り
の
訪
問
に
限
り

が
あ
り
、
訪
問
施
設
を
増
や
せ
な
い
状
況
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

 
訪
問
施
設
を
増
や
せ
る
よ
う
、
介
護
相
談
員
（
特
に
若
い
世
代
の
方
）
を
増
や
す
べ
く
、
広
報
等

に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

56
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

28
6

意
見

佐
世
保
市
の
み
な
ら
ず
、
全
国
的
に
も
老
人
ク
ラ
ブ
の
会
員
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
近
年
、
高

齢
者
の
活
動
も
多
様
化
し
て
お
り
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
ほ
か
に
活
動
の
選
択
肢
が
増
え
て
き
た
こ
と
が

一
因
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
活
動
が
、
現
在
の
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
マ
ッ
チ
し
て

い
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
老
人
ク
ラ
ブ
の
活
性
化
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
取

り
組
み
は
補
助
金
交
付
に
見
合
っ
た
効
果
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
も
判
然
と
し
な
い
。
市
と
し
て
も

補
助
金
交
付
の
継
続
の
み
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
活
動
内
容
の
多
様
化
や
他
の
地
域
活
動
と

の
連
携
を
促
進
し
つ
つ
、
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

57
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

29
8

意
見

佐
世
保
市
は
、
高
齢
者
を
含
む
す
べ
て
の
市
⺠
の
⽂
化
活
動
参
加
を
謳
っ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
取

り
組
み
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
高
齢
者
と
若
年
者
で
は
同
じ
⽂
化
芸
術
で
あ
っ
て
も
好
み
の
傾
向
は

異
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
佐
世
保
市
と
し
て
、
高
齢
者
の
⽂
化
活
動
参
加
を

促
す
こ
と
を
目
的
に
掲
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
⽂
化
活
動
支
援
事
業
を
実
施
す

る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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58
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

29
9

意
見

佐
世
保
市
は
、
高
齢
者
を
含
む
す
べ
て
の
市
⺠
の
ス
ポ
ー
ツ
参
加
を
謳
っ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
取

り
組
み
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
高
齢
者
は
運
動
機
能
に
支
障
が
あ
る
場
合
も
多
く
、
運
動
能
力
も
劣

る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
参
加
を
促
す
に
際
し
て
も
特
別
の
配
慮
が
必

要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
佐
世
保
市
と
し
て
、
高
齢
者
の
ス
ポ
ー
ツ
参
加
を
促
す
こ
と
を
目
的
に

掲
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
ス
ポ
ー
ツ
参
加
支
援
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
を
検
討

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

59
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

30
0

意
見

今
後
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
制
度
内
容
や
運
用
状
況
を
見
極
め
る
必
要
が

あ
る
も
の
の
、
佐
世
保
市
の
財
政
状
況
が
厳
し
い
こ
と
や
今
後
の
高
齢
者
人
口
の
推
移
を
考
え
る

と
、
支
援
制
度
の
必
要
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
定
期
的
に
費
用
対
効
果
や
適
切
な
支
援
内
容
を

慎
重
に
検
証
し
、
将
来
的
に
持
続
可
能
な
制
度
内
容
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

60
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

30
3

意
見

登
録
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
数
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
り
、
固
定
化
の
傾
向
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
れ

は
継
続
性
の
観
点
か
ら
望
ま
し
い
と
は
い
え
な
い
。
新
規
登
録
を
促
す
べ
く
、
市
と
し
て
も
積
極
的

に
広
報
等
の
支
援
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
活
動
依
頼
に
対
す
る
活
動
提
供
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ

ば
、
マ
ッ
チ
ン
グ
率
は
比
較
的
高
い
傾
向
に
あ
る
が
、
活
動
希
望
数
と
活
動
依
頼
数
に
は
大
き
な
隔

た
り
が
あ
り
、
十
分
に
機
能
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
今
後
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
需
要
と
供
給
を

適
切
に
把
握
し
、
需
要
が
高
い
部
分
に
対
応
可
能
な
人
材
確
保
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

61
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

31
0

評
価
・
意
見

町
内
会
会
⻑
向
け
の
研
修
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
意
見
を
取
り
入
れ
内
容
等
の
改

善
を
試
み
て
お
り
、
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
も
内
容
の
改
善
を
試
み
る
と
共
に
、
オ
ン
ラ

イ
ン
参
加
を
実
施
す
る
な
ど
、
参
加
率
向
上
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

62
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

31
3

評
価

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
地
域
活
動
の
基
盤
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
お
り
そ
の
存
在
意
義
は
大

き
い
。
佐
世
保
市
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
計
画
（
第
３
期
）
で
は
、
現
状
の
分
析
と
課
題
の
検
討

を
丁
寧
に
行
っ
て
お
り
、
評
価
で
き
る
。
今
後
と
も
、
同
計
画
に
掲
げ
た
成
果
目
標
達
成
の
た
め
具

体
的
な
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
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63
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

31
8

評
価

前
年
度
（
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
度
）
と
比
較
す
る
と
、
受
注
延
件
数
こ
そ
減
少
し
た
も
の
の
、

契
約
金
額
は
上
昇
し
て
い
る
上
に
、
補
助
金
が
減
額
さ
れ
、
当
初
⾚
字
が
見
込
ま
れ
た
中
、
⿊
字
決

算
で
終
え
て
い
る
こ
と
や
、
事
業
所
や
企
業
等
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、
地
域
に

お
け
る
人
手
不
足
分
野
や
潜
在
的
な
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
「
会
員
一
人
一
仕
事
紹

介
運
動
」
を
通
じ
て
会
員
自
ら
が
受
注
開
拓
に
関
与
す
る
体
制
づ
く
り
を
進
め
る
な
ど
、
安
定
経
営

の
た
め
の
努
力
が
垣
間
見
え
る
。
ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
新
法
に
対
応
す
る
た

め
、
契
約
変
更
な
ど
の
手
続
き
を
行
っ
て
お
り
、
遵
法
意
識
の
高
さ
も
伺
え
る
。

64
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

31
9

意
見

高
齢
者
の
就
労
の
促
進
・
所
得
の
確
保
を
目
的
と
掲
げ
て
い
る
が
、
市
に
よ
る
広
報
活
動
は
質
・
量

と
も
に
十
分
と
は
言
い
難
い
上
に
、
市
に
よ
る
広
報
が
ど
の
程
度
閲
覧
・
認
知
さ
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
情
報
も
保
有
し
て
お
ら
ず
、
広
報
活
動
が
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
普
及
に
寄
与
し
て
い
る

の
か
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
市
の
支
援
活
動
と
し
て
は
、
実
質
的
に
は
補
助
金
を
交
付
す

る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
。
補
助
金
交
付
の
目
的
と
成
果
指
標
を
明
確
化

し
、
就
業
機
会
の
拡
大
や
会
員
定
着
へ
の
効
果
を
検
証
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

シ
ル
バ
ー
人
材
の
活
用
は
佐
世
保
市
の
重
大
な
課
題
で
あ
り
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
そ
の
要

で
あ
る
。
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
自
主
運
営
に
委
ね
る
の
み
な
ら
ず
、
市
と
し
て
、
補
助
金
の

適
正
な
交
付
及
び
広
報
活
動
の
支
援
等
、
包
括
的
な
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

65
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

32
1

意
見

佐
世
保
市
内
の
中
心
市
街
地
に
お
け
る
重
点
整
備
地
区
内
の
主
要
な
路
線
の
既
存
道
路
（
特
に
歩

道
）
に
関
し
て
、
十
分
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
箇
所
も
多
い
。

関
係
機
関
及
び
利
用
者
と
の
十
分
な
協
議
の
上
、
早
急
に
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

66
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

32
4

評
価

高
齢
者
の
求
め
る
暮
ら
し
方
は
多
様
化
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
も
ま
た
多
様
化
し
て

い
る
。
佐
世
保
市
に
お
い
て
は
、
現
状
で
き
う
る
限
り
の
情
報
提
供
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
評
価
で

き
る
。

高
齢
者
や
そ
れ
を
支
え
る
養
護
者
が
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
か
分
か
ら
な
い
、
あ
る

い
は
判
断
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
多
く
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
今
後
も
様
々
な
担
当
部
局
や
委

託
先
と
連
携
し
て
適
切
な
暮
ら
し
方
を
案
内
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
。
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67
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

32
8

評
価

佐
世
保
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
内
容
は
、
行
政
と
し
て
説
明
で
き
る
内
容
と
し
て
過
不
足
な
い
も
の

で
あ
り
、
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
閲
覧
数
も
増
加
傾
向
に
あ
り
、
評
価
で
き
る
。
今
後
も
、
随
時
最

新
の
情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
、
広
報
内
容
の
検
討
を
続
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

68
第
３
部
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
高
齢

者
福
祉
の
施
策

第
５
章
 
佐
世
保

市
に
お
け
る
具
体

的
な
取
り
組
み

第
６
 
生
き
が
い
づ

く
り
と
社
会
参
加
の

促
進

33
1

意
見

出
前
講
座
時
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
消
費
生
活
ニ
ュ
ー
ス
の
認
知
度
に
比
し
て
、

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
認
知
度
は
低
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
消
費
生
活
ニ
ュ
ー
ス
は
紙
媒
体
で
の
配
布

が
あ
る
こ
と
か
ら
認
知
度
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
悪
徳
商
法
等
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
わ
か
り
や
す
く
、
市
⺠
の

啓
発
の
た
め
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

消
費
生
活
ニ
ュ
ー
ス
で
も
同
様
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
今
後
は
、
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
広
報
に
力
を
い
れ
て
い
く
べ
き
で
は
な

い
か
と
思
料
す
る
。

69
第
４
部
 
往
査

第
２
章
 
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
 
あ

た
ご
荘

34
3

評
価

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
概
ね
良
好
で
あ
り
、
事
業
内
容
に
つ
い
て
も
特
に
問
題
は
見
当
た
ら
な
い
。
広

報
に
つ
い
て
も
利
用
者
層
を
意
識
し
た
対
応
が
な
さ
れ
て
お
り
、
評
価
で
き
る
。
今
後
も
利
用
者
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
適
切
に
事
業
を
実
施
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

70
第
４
部
 
往
査

第
２
章
 
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
 
あ

た
ご
荘

34
4

意
見

あ
た
ご
荘
は
築
４
０
年
を
迎
え
、
全
体
的
に
老
朽
化
が
目
立
っ
て
い
る
。
財
政
上
の
理
由
か
ら
全
面

的
な
改
修
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
出
入
り
口
な
ど
人
の
出
入
り
が
多
い
場
所
の
老
朽
化
は
、
利

用
者
や
従
業
員
の
生
命
身
体
に
危
険
を
生
じ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
切
な
補
修
が
で

き
る
よ
う
佐
世
保
市
と
し
て
も
支
援
を
す
べ
き
で
あ
る
。

71
第
４
部
 
往
査

第
３
章
 
山
澄
地

域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー

35
2

評
価

山
澄
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
つ
い
て
、
特
に
問
題
と
な
る
点
は
見
当
た
ら
な
い
。
法
改

正
を
受
け
て
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
を
実
施
す
る
な
ど
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
観
点
か
ら

も
問
題
な
い
。
佐
世
保
市
の
支
援
に
つ
い
て
も
、
各
種
指
針
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
方
針
に

沿
っ
た
事
業
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
適
切
に
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

─ 65 ─


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ

